
 

この公報は、再生紙を使用しておりま

様
式
第
一
号
の
二
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
「 

 

削
り
、 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

規

則 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
六
号 

 
 

 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
被
保
険
者
証
」
を
「
医
療
保
険
各
法
に
よ
る
記
号
及
び
番
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
十
九
条
中
「
掲
示
し
て
行
う
」
の
下
に
「
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
を
利
用
し
て
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
」
を
加
え
る
。 

 

別
表
第
二
の
備
考
５
⑴
中
「 

 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
10
⑵
中
「 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

様
式
第
一
号
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

４
０
４
，
 

４
８
８
，
０
０
０
円

 

入
所

 
入
所
等

 

０
０
０
円

 

記
号

・
番

号
 

記
号
・
番
号
・
枝
番

 

個
人

番
号
 

 

「 

」 

」 

「 

「 
個

人
番

号
 

※
既
に
提
出
済
み
の
場
合
は
不
要
 

 

」 

「 

」 

証
の

 

被
保
険
者

 

な
お
、
当
該
制
度
に
お
い
て
、
既
に
提
出
済
み
の
場
合
は
記
入
不
要
で
す
。

 

」
及
び
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を 



 

 

様式第１号の７（第１条の２関係） 

（表面） 

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請事項変更届出書 

年  月  日   
  （宛先） 
       埼玉県知事 

  届出者 居  住  地  〒               
   フ リ ガ ナ                  
   氏     名                  
   個 人 番 号                  
   電 話 番 号                  
   受診者との続柄                  

  児童福祉法施行規則第７条の９第３項の規定により、小児慢性特定疾病医療費の支給認
定の申請に係る事項を次のとおり変更しましたので届け出ます。 

公費負担者番号         
フ リ ガ ナ  

受診者氏名  

受 給 者 番 号         
個 人 番 号  

生 年 月 日  

 

 変更後 

受
診
者 

氏 名  

居 住 地  

個 人 番 号  

生 年 月 日  

保
護
者 

氏 名  

居 住 地  

個 人 番 号  

受診 者との続 柄  

電 話 番 号  

保
険 

保 険 者 名 称  

記号・番号・枝番  

受
診
を
希
望
す
る
医
療
機
関 

名 称  

所 在 地  

負担上限月額算定のため
に 必 要 な 事 項  

  



 

 

（裏面） 

 変更後 

医
療
費
支
給
認
定
基
準
世
帯
員 

１ 

氏 名  

居 住 地  

個人番号  

受診者と
の 続 柄  

生年月日  

２ 

氏 名  

居 住 地  

個人番号  

受診者と
の 続 柄  

生年月日  

３ 

氏 名  

居 住 地  

個人番号  

受診者と
の 続 柄  

生年月日  

４ 

氏 名  

居 住 地  

個人番号  

受診者と
の 続 柄  

生年月日  

５ 
氏 名  

居 住 地  

個人番号  

受診者と
の 続 柄  

生年月日  

６ 

氏 名  

居 住 地  

個人番号  

受診者と
の 続 柄  

生年月日  

７ 

氏 名  

居 住 地  

個人番号  

受診者と
の 続 柄  

生年月日  

 



 

 

この公報は、再生紙を使用しておりま

様
式
第
一
号
の
十
二
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
二
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
様
式
第
六
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

に
改
め 

 

様
式
第
二
十
五
号
（
表
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

    

る
。 

 

様
式
第
八
号
の
三
の
付
表
一
及
び
様
式
第
二
十
二
号
の
付
表
一
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

に
改
め
る
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に 

改
め
る
。 

 

様
式
第
三
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

     

栄
養
士

 

被
保

険
者

証
の

 
記

号
・

番
号

 

「 

」 

」 

「 
記
号
・
番
号
・
枝
番

 

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

 

「 

「 

」 
」 

被
保

険
者

証
の

 

記
号

及
び

番
号

 

医
療
保
険
各
法
に
よ
る

 

記
号
・
番
号
・
枝
番

 

「 

」 

」 

「 

被
保

険
者

証
の

記
号

 

及
び

番
号

の
変

更
 

「 

「 

」 

」 

医
療

保
険

各
法

に
よ

る
 

記
号
・
番
号
・
枝
番
の
変
更

 

被
保

険
者

証
の

 

記
号
及
び
番
号
※

 

 

「 

」 

」 

「
「
被
保
険
者
証
の
記
号
及
び
番
号

 

 

「
医
療
保
険
各
法
に
よ
る
記
号
・
番
号
・
枝
番

 

医
療
保
険
各
法
に
よ
る

 

記
号
・
番
号
・
枝
番
※

 

 

「 



 

 

様式第３９号（第１６条関係） 

 

第   号  

 

 

身 分 証 明 書              

 

 

所   属 

 

 

職   名 

 

 

氏   名 

 

 

年  月  日生  

 

 上記の者は、児童福祉法第２９条の規定による                

であることを証明する。 

 

 

      年  月  日発行 

 

 

埼玉県知事        □印  

備考 裏面には、参照条文を記載することができる。 

 

 

 

 



 

 

この公報は、再生紙を使用しておりま

様
式
第
五
十
二
号
中 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

        
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
八
号
の
三
の
付
表
一
及
び
様

式
第
二
十
二
号
の
付
表
一
の
改
正
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）

に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
旧
規
則
様
式
第
一
号
の
十
二
に
よ
る
小
児
慢

性
特
定
疾
病
医
療
受
給
者
証
兼
登
録
者
証
及
び
様
式
第
三
十
九
号
に
よ
る
身
分
証
明
書
は
、
そ

れ
ぞ
れ
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
様
式
第
一
号
の
十
二
に
よ
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医

療
受
給
者
証
兼
登
録
者
証
及
び
様
式
第
三
十
九
号
に
よ
る
身
分
証
明
書
と
み
な
す
。 

児
童
 

番
号
 

 
 

 
 

保
険
証

 
 

保
険
証

番
号

 
 

記
号
 

番
号
 

 

 

児
童

 
番

号
 

 
 

 
 

 

保
険
者

番
号

 
 

記
号

 
番

号
 

枝
番

 
 

 
保
険
加
入

 

の
有

無
 

 

  

 

」 
「 

「 

」 


